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　医療機関で処方される薬には、新薬とジェネリック医薬品(後発医薬
品）があります。ジェネリック医薬品を希望される方は、医師や薬剤師に
その旨を伝えるか、医療機関や薬局の窓口へ「希望カード」を提示するこ
とでお願いできます。「希望カード」が必要な方はお問い合わせください。
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　ジェネリック医薬品は、新薬と同等の効果・効能を持ち、厚生
労働省の基準を満たしている安全な薬です。※ご希望になる場合
は、必ず医師や薬剤師によく相談しましょう。
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　ジェネリック医薬品を利用すると、薬代が安くなります。薬に
よって異なりますが、新薬より3割以上、中には5割以上も安くなる
ものもあります。
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・北海道後期高齢者医療広域連合

　� 011-290-5601

・福祉課国保医療年金係

　� 68-7004（課直通）
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　日本年金機構では、国民年金保険料の納め忘れの方に対して、電話・文書・戸別訪問による納付の

ご案内や免除等の申請手続きを次の民間業者へ委託しています。

委託民間事業者（留萌年金事務所）
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     お問い合わせ  �0120-756-133
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・留萌年金事務所国民年金課

　� 0164-43-7212

・福祉課国保医療年金係

　� 68-7004（課直通）

　「離婚分割」は、離婚等をした際に厚生年金保険の保険料納付記録を離婚当事者間で分割することができる制
度で「合意分割制度」と「３号分割制度」があります。「離婚分割」をする際は、年金事務所等で請求手続きが必要
で原則として離婚後2年を過ぎるとできなくなりますのでご注意ください。なお、詳細はお問い合わせください。

婚姻期間中の厚生年金保険の保険納付記録を分割できる制度で、当事者は、分割することとその
あん分割合について合意したうえで請求手続きを行います。ただし、次の条件にすべて該当する
ことが必要です。
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国民年金3号被保険者だった方で平成20年4月以降の婚姻期間中の国民年金3号被保険者期間中
における相手方の保険料納付記録を1/2ずつ分割できる制度。ただし、次の条件にすべて該当す
ることが必要です。
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���� ※【国民年金3号被保険者】とは、サラリーマンの妻（夫）である専業主婦（夫）の方など。


